
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

七

四

号

�
型
糖
尿
病
患
者
の
障
害
基
礎
年
金
の
「
打
ち
切
り
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

大

西

健

介
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�
型
糖
尿
病
患
者
の
障
害
基
礎
年
金
の
「
打
ち
切
り
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
提
出
質
問
第
四
八
号
に
対
し
、
答
弁
書
は
「
障
害
の
状
態
が
、
一
級
ま
た
は
二
級
の
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
る
程
度
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
」
と
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
停
止
の
理
由
を
年
金
額
の
変
更
に
係
る
通

知
書
に
記
載
し
て
い
る
か
ら
問
題
な
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
質
問
第
四
八
号
は
、
障
害
の
程
度
が
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
る
程
度
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
医
学

的
な
説
明
も
な
く
、
患
者
本
人
が
症
状
の
改
善
を
認
め
て
い
な
い
状
態
で
は
、
不
利
益
変
更
を
受
け
る
当
事
者
に
対
す
る
説
明

と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
説
明
を
行
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
再
度
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


